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１.事業概要について 

●目的 

 環境にやさしいまちづくりの一環として、節水効果の拡大および節水意識の高揚を図ることを目的に、節
水効果の高い浴室用のシャワーヘッドを購入し、交換した人に対して助成金を交付する。 

●申請ができる人   

次のすべてに該当する人が対象です。 

 ① おいらせ町に住民登録があり、その登録上の住所に住んでいる（住民登録している）こと 
 ② 町税等（下水道使用料、町営住宅使用料等も含む）の滞納がないこと 
 ③ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員に該当しないこと 
 ④ ①~③について、申請書の審査に必要な範囲でおいらせ町が調査・確認等を行うことを承諾いただけ

ること 
 ⑤ 節水シャワーヘッドの交換について、おいらせ町が行っているほかの制度による助成を受けていない

こと（国の事業との併用は可） 

※申請は同一の世帯につき１回限りです。 

（翌年以降も事業が継続した場合、過去に 1 度交付を受けた世帯については再申請不可） 

●対象となる住宅 

 住宅の所有を問わず、現在お住いの住宅（住民登録上の住所の住宅）が対象となります。ただし、借家の
場合、所有者または管理者（管理会社）の「承諾書」の提出が必要となります。 

※住宅内に２箇所シャワーがあり、両方を交換した場合も、申請は同一世帯につき１回限りですのでご注意
ください 

【注意が必要な住宅】 

住宅の種類 注意点 

新築（建築中）の住宅 対象外です。 

二世帯住宅 
世帯が分かれていれば、それぞれの世帯の方が申請できま
す。 

併用住宅 居住部分が対象となります。 

賃貸住宅 

住民登録があれば借主の方でも申請できますが、その際に
所有者または管理者（管理会社）の「承諾書」が必要とな
ります。なお、所有者が世住しており、その居住部分の浴
室について、所有者またはその世帯の方が申請する場合に
は承諾書は必要ありません。 

社宅 
住民登録があれば借主の方でも申請できますが、その際に
所有者または管理者（管理会社）の「承諾書」が必要とな
ります。 

離れ、別荘 申請者が住民登録をしていなければ対象外です。 
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●対象機器  次のいずれかです 

 ①節水シャワーヘッド（単体） 

 ②節水シャワーヘッドとホースのセット 

 ※セット売りのもの。シャワーヘッド単体とホース単体を購入した場合は、 

シャワーヘッドのみ助成金の対象 

 ③シャワーヘッドを含む節湯水栓交換※1 

 

 

 

 
■中古品や個人間の売買は対象外です。必ず新品を小売店やインターネット等から購入してください。 

その際の送料、設置費や工事費などは含みません。 

■申請には領収書（レシート等）が必要です。販売店等にご確認の上、ご購入下さい。 

※１ シャワーを含む節湯水栓交換の場合は、工事を依頼できる業者の要件があります。 

詳細は下記をご確認ください。 

※２ おおむね 30％とはカタログ等に約 30％と記載がされていれば対象とします。 

※３ 確認が取れるものとしては、取扱説明書やカタログ、箱などです。 

※４ 商品によっては、現在ご使用のシャワーヘッドより重くなるものや、 

別にアダプターが必要なものなどがありますので、購入する際には事前にご確認ください。 
 
●節湯水栓交換工事を依頼できる事業者の要件 
 
 

 

 

 

●助成金額 

 購入価格の２分の１（税込み）に相当する額で上限 3,000 円（100 円未満切り捨て） 

 ※住宅にシャワーが２か所あり両方とも交換した場合も、同一の世帯の場合は、上記助成金額となります。 

  （２か所分の合計購入価格の２分の１に相当する額で上限 3,000 円） 

 ※助成の対象となる購入価格（税込）は商品代金のみです。設置費や工事費、インターネットなどで購入

した際の送料等は含みません。 

 ※ポイントカードに貯まったポイントで購入した場合、ポイントでの支払い分は助成の対象にはなりま

せん。 

  

いずれの場合も節水効果がおおむね 30％以上※2 のもの 

または 

1 分間当たりの使用水量が７リットル以下の確認が取れるもの※3 

〇水道事業者またはリフォームの事業者（ホームセンター等） 

 

※いずれの事業者でも、「水栓交換完了証明書」を提出できること 
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●受付期間 

 令和６年４月１日（月） ～ 令和７年３月 31 日（月） 

 ※先着順 

 ※申請額が予算額に達した日で、受付を終了しますので、ご注意ください。 

  受付の最終日に届いた申請が予算の範囲を超えた場合、郵送で届いた申請と窓口に提出された申請の

中から抽選を行います。（ただし、申請書類等がすべてそろっているものに限ります） 

 ※令和６年４月１日から令和７年 3 月 31 日の間に購入したシャワーヘッドが対象となります。 

  対象の日以前に購入していたものは申請対象になりません。 

 ※来年度（令和７年度）も制度を継続するかは未定です。 
 

●申請方法 

 必要書類（※手引き P5 以降参照）をそろえて郵送申請または窓口申請 

 （新型コロナウイルス感染予防のため、なるべく郵送申請をお願いします） 
 
 ◎郵送申請 
    ※お手持ちの封筒の裏面に、住所、氏名を記入し、下記送付先へ。 
      〒０３９－２２８９ 
       おいらせ町上明堂６０－６ 
        おいらせ町役場 地域整備課（節水シャワーヘッド担当） 
 
    ※手引きの巻末の方に宛名の用紙を作成しました。 
     よろしければ封筒に貼ってお使い下さい。 
 

 【郵送申請の際のご注意】 

  １. 申請用の封筒と郵送費は申請者がご用意ください。 

    ※到着確認を希望する場合は、簡易書留等をご利用ください。なお、郵便物が届かない場合、 

     おいらせ町は責任を負いかねますのでご了承ください。 

  ２. 電子メール・FAX では申請できません。 

  ３. 申請いただいた内容に記入漏れや添付書類漏れがあった場合は、内容確認のためご連絡する場合や 

    書類を郵送にてお返しする場合があります。 

    ※受付は書類が届いた日ではなく、申請書類がすべてそろった時点となりますので、 

ご注意ください 
 

●窓口申請 

   おいらせ町役場 分庁舎内 地域整備課 へ直接ご申請ください。 

   受付時間 ８：１５ ～ １７：００（土日・祝日・年末年始を除く） 
 
   ※本庁舎および北部出張所での申請はできません。 
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２.手続きについて 

（１）手続きの流れ 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

おいらせ町 

助成金の交付申請書（請求書）の審査 

申請者 

助成金の交付申請書（請求書）の受理 助成金の交付申請書（請求書）の作成 

商品の購入・交換 令和 6 年４月 1 日（月）以降
に購入・交換したもの 

◎水栓交換が必要な場合は 

排水設備指定工事店等へ 

 

①助成金交付申請書（請求書） 様式第 1 号 

【添付書類】 

 ②領収書原本 

 ③設置状況が分かるカラー写真（交換後） 

 ④購入機器が分かる書類（性能証明書、箱等） 

 ⑤節水効果がわかる書類 
 ※④で節水効果が分かる場合は１枚の書類で可 

・所有者または管理者（管理会社）の承諾書 

・水栓交換完了証明書 

＜必要な場合＞ 

助成金の交付決定 助成金交付決定通知書受理 

助成金の入金 

助成金の不交付決定 

※助成金交付申請書（請求書）の受理から入金までおおむね

2 か月程度（申請が集中した場合は 3 カ月程度） 

助成金不交付決定通知書受理 
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（２）提出書類の詳細（助成金交付申請請求時） 

提出書類 

❶助成金交付申請書（請求書） 

 〇申請者は、おいらせ町内に住民登録がある人です。（法人を除く） 

 〇電話番号は、平日の日中に連絡が取れる番号（携帯電話など）をご記入ください。 

 〇助成金額は、商品の購入価格（税込）が 6,000 円以上の場合は 3,000 円、6,000 円未満の場合は 

購入価格（税込）の 1/2 の額をご記入ください（100 円未満の端数は切り捨て） 

 〇暴力団員等に関する誓約承諾書欄、住民記録・町税等納付情報に関する承諾欄を確認し、 

☑ をしてください 

 ☑〇添付書類を確認し  をしてください 

 ※修正液や修正テープ等は使用不可です。書き損じた場合は二重線を引いて訂正してください。 

修正液等を使用して提出いただいた場合は、新しい書類に書き直しをしていただきます。 
 

➋領収書 

 〇原本が必要です。 

  ※原本は、受付印を押印し、「助成金交付決定通知書」の送付とあわせて返送します。 

 〇支払を証明できる書類であれば、レシートや支払証明書などでもかまいません。 

  ただし、節水シャワーヘッドの価格と商品名や型番号などが記載されている必要があります。 

 〇レシートの場合、節水シャワーヘッド以外の商品が併記されていてもかまいません。 

 〇工事を伴う場合の領収書には、ただし書きに節水シャワーヘッドの価格（税込）を 

記入してもらってください。 

  【例：123 シャワー  ○○○○円（税込）工事費ほか ○○○○円（税込）】 

 〇領収書は必須です。納品書や購入証明書では、支払が確認できません。 

  インターネットやテレビショッピングで購入する場合や、銀行やコンビニで支払う場合も、 

領収書の発行方法を事前に購入店頭に確認し、必ず領収書を取得してください。 

（インターネットで購入した場合、購入サイトからダウンロードしたもので可） 
 

❸設置状況が分かる写真（交換（設置）後） 

 〇節水シャワーヘッド交換（設置）後の全体を撮影したカラー写真   １枚 

  ※Ａ4 用紙にカラー印刷をしたもので可 

  ※全体写真は水栓、ホース、シャワーヘッドすべてが写ったものが必要です。 

  ※写真が不鮮明な場合やシャワーヘッド部分だけの写真の場合は、撮り直しが必要となりますので 

   ご注意ください。 
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➍購入（設置）機器が分かる書類 

 〇取扱説明書や性能証明書、箱などに記載されている「メーカー名」と「商品名」の部分をコピー 

  してください（コピーが難しい場合は写真も可）。 

  ※「メーカー名」と「商品名」が分かればコピーまたは写真は 1 枚でかまいません。 
 

➎節水効果が分かる書類 

 〇節水効果を満たしていることが分かる部分をコピーしてください（コピーが難しい場合は写真も可）。

なお、➍の書類で節水効果まで記載されていれば添付の必要はありません。 

  ※節水効果とは「〇%節水」や「使用水量は〇Ｌ/分です」など記載している部分です。 
 

所有者または管理者（管理会社）の「承諾書」、「水栓交換完了証明書」 

（次の場合に必要となります） 

 〇所有者または管理者（管理会社）の「承諾書」 

  借家で賃借人が申請する場合には、所有者または管理者（管理会社）の方の「承諾書」 

が必要となります。 

※シャワーヘッドを購入する前に、まずは所有者にご相談ください。 

※退去時には原状回復するなどのケースが考えられることから、所有者または管理者（管理会社）とし

ていますが、シャワーヘッドを交換することに対して承諾する権利のある方の記入をお願いします。 

※退去時等のトラブルについては、おいらせ町は一切責任を負いかねますのでご了承ください。 

 

 〇「水栓交換完了証明書」 

  シャワーヘッドを含む節湯水栓交換を行った場合には、依頼した業者に「水栓交換完了証明書」の記載

を依頼してください。 

  ※依頼する業者については、おいらせ町排水設備指定工事店に認定されている業者か、リフォーム業者

をお願いします。 

 

●商品の購入にあたり注意していただきたい点について 

 高級シャワーヘッドについてインターネットショッピングを利用した際に、購入した商品が粗悪な製品

（中古品を新品として販売）や偽物である詐欺被害が報告されております。 

 インターネットで商品を購入される際には下記の内容や消費者庁のホームページ等を参考にして注意し

てください。 

 

1.正規の値段と比較し、極端な値引きがされている。偽商品の可能性あるため、複数比較が必要。 

2.ホームページで機械翻訳した不自然な日本語が使われている。偽サイトの可能性あるため注意。 

3.通信販売はクーリングオフが適用されないため、返品特約の記載の有無を確認。 
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様式第１号（第６条関係） 

     年  月  日 

（宛先）おいらせ町長  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   節水シャワーヘッド購入助成金交付申請書（請求書） 

節水シャワーヘッド購入について、助成金の交付を受けたいので、おいらせ町節水シャワーヘッド

購入助成金交付要綱第６条の規定に基づき、関係書類を添えて次のとおり申請し、請求します。 

 

（申請者） 

住 所 

(マンション名・号室) 

〒０３９－×××× 

おいらせ町中下田〇〇番地●● 

フリガナ  オイラセ タロウ 

氏 名  おいらせ 太郎 

生年月日  平成 元年 １月 １日生 

電話番号    ０９０―△△△△―□□□□ 

＊申請は同一の世帯につき１回限りです。 

１.設置場所 
 

いずれかに☑チェック 

☑ 持家（住所地と同じ） 

□ 借家※  
※『承諾書』添付必要 

【事業所での購入・設置は対象外】  

２.設置機器 ☑ 節水シャワーヘッド（単体） 

□ 節水シャワーヘッド及びホースのセット 

□ シャワーヘッドを含む節湯水栓交換※ 
※水栓交換を行った工事事業者が分かる『水栓交換完了証明書』添付必要 

 いずれかに☑チェック 

※記入してください。 メーカー名 商品名(製品番号) 

 株式会社〇〇  ××シャワー 

３.効果/水量 
 

いずれかに☑チェック 

☑ 節水効果 おおむね３０％以上  

□ 使用水量 １分間当たり７リットル以下 

４．購入(工事完了)日 令和         ６ 年 ４ 月 １４ 日 

５.助成金交付申請額 【訂正・修正不可】    

  
  

購入価格（消費税及び地方消費税を含む。）の1/2の額とし，3,000円を限度とする。※100円未満切捨て 

【例】2,980円の商品なら 2,980円×1/2＝1,400円 

【例】6,000円以上の商品なら 3,000円と記入してください。 

申請に当たっては，

右記の事項を確認の

上，誓約及び承諾す

る場合は，□に☑を

記入してください。 

☑ 
 

 
 

☑ 

私は、おいらせ町節水シャワーヘッド購入助成金の申請に当たり、暴力団員による不当な行為

の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員に該当しない

者であることを誓約します。 

上記の内容を確認するため、おいらせ町が他の官公庁に照会を行うことについて承諾します。 

助成金の交付決定に必要な範囲で、おいらせ町の住民記録情報を調査し、利用すること、おい

らせ町税等の納付情報を確認することについて承諾します。 

【添 付 書 類】 
添付完了後☑チェック 

☑1 領収書（原本） 

☑2 設置状況が分かる写真（交換後のシャワーヘッド全体写真） 

☑3 購入(設置)機器が分かる書類の写し,または写真（メーカー名，商品名(製造番号)が記載されて

いる箱など）  

☑4 節水効果の基準を満たしていることが分かる書類の写し,または写真（説明書,性能証明書,箱

など,節水効果が記載されているもの） 

下記の口座に振り込んでください。※申請者本人の口座に限ります。 

振

込

先 

金融機関名 青い森信用     おいらせ 
              銀行 ・ 金庫 ・ 組合 ・農協 本店 ・ 支店 ・ 支所 ・ 出張所 

預金種別 口座番号 口座名義人氏名 

□ 普通 

□ 当座 
１ 2 ３ ４ ５ ６ ７ 

（フリガナ） オイラセ  タロウ 

（氏 名） おいらせ 太郎 

必ず、平日の日中に連

絡が取れる電話番号を

記入してください 

内容を確認の上、 

☑をつけてください 

添付書類がそろっていることを 

確認の上、☑をつけてください 申請者名義の口座

をご記入ください 

修正液や修正テープでの訂正はできません。 間違えた場合は、二重線を引いて修正してください。

修正液等を使用して提出いただいた場合は、新しい書類に書き直しをしていただきます。 

水栓交換を行った場合は、排水設備

指定工事事業者の証明が必要です 

貸家の場合は、所有者または管理会社

の承諾書が必要となります 
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承 諾 書 

令和 ６年 ４月 ４日  
 

 おいらせ町節水シャワーヘッド購入助成金に関して、所有者または管理者（管理会社）
は、申請者の負担にて節水シャワーヘッドに改造することを承諾し、今後、おいらせ町節
水シャワーヘッド購入助成事業に関し、トラブル等が発生してもおいらせ町には一切の
責任を問わない 
 

  住所 おいらせ町中下田〇〇番地××     
  氏名 おいらせ 太郎            

                

                 連絡先 （０９０）－△△△△－□□□□ 
 

 
 
 

水 栓 交 換 証 明 書 

令和 ６年 ４月 ４日  
 

☑ 節水効果   おおむね 

□ 使用水量  １分当たり     リットル 

    ※国の「住宅省エネ2024キャンペーン」への申請  □あり  □なし 

     所 在 地   おいらせ町中下田××番地□□ 

     社   名   おいらせ鋼管（株） 

     代表者氏名   代表取締役  青森 太郎 

     連 絡 先    
 

 
  

30％ 

 

申請者氏名 おいらせ 太郎 

借家にお住いの方のみ 

住宅の所有者の住所・氏名 

（法人名）・連絡先をご記入く

ださい。 

※ゴム印等の使用可 

事業者の要件は「水道工事

店」または「リフォーム事業

者」としております。 

営業所の住所・事業所名・連

絡先をご記入ください。 

※ゴム印等の使用可 

水栓を交換した方のみ 

国の事業と併用可能ですが、併用の有

無の確認が必要ですので、事業者の方

は、該当の□に☑ をお願いします。 
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添付書類 ①（領収書） 
 
 
 
 

 ※領収書等がない（支払を証明できるものがない）場合は助成できません。 
 
 

 

 

 

 

 

 

【注意が必要な例】 

上記３点が満たせていない状況 ① ② ③ 追加で提出が必要な書類 

インターネットや通信販売で購入し、 

納品書や購入証明書は入っていたが、 

領収書はない 

〇 〇 × 

購入店舗に領収書の発行を依頼してくださ

い。（インターネット購入の場合、購入サイト

からダウンロード） 

領収書にただし書きが「商品代」 

となっている 
× × 〇 

購入店舗に領収書の発行を依頼する際に、商

品名の記入を依頼していただくか、「納品書」

等、節水シャワーヘッドを購入したことがわ

かる書類をご提出ください。 

領収書の金額に節水シャワーヘッドの 

購入価格以外の費用も含まれている 
〇 × 〇 

購入店舗に領収書の発行を依頼する際に、内

訳の記入を依頼していただくか、「納品書」

等、節水シャワーヘッドを購入したことが分

かる書類をご提出ください。 

分割払いをしていて領収書は 

発行されない 
〇 △ × 

分割での支払いが完了していることが分か

る書類の提出が必要です。 

※ポイント使用分、割引分、送料は助成対象外 

〇領収書の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◎支払が証明できる書類（領収書等）は 原本 が必要です。※書類確認後、原本を返却します 

①節水シャワーヘッドを購入したこと 

②節水シャワーヘッドの購入価格 

③料金の支払いが終了していること 

領収書等は、この３点を 

確認します。 

確認ができない場合は、 

追加で書類の添付が必要です。 

領 収 書 

おいらせ 太郎 様             令和 6 年 4 月 4 日 

\ ６，６００ －（税込） 

但し、１２３シャワー購入代金として 

上記の金額を正に領収いたしました 

                おいらせ商店 

                おいらせ町上明堂×〇番地 

領収書の金額が工事費等を含んで

いる場合のただし書きは 

123 シャワー 〇〇〇〇円 

その他工事費等 ○○○○円と記入 

ただし書きが「商品代」など、節水

シャワーヘッドを購入したことが分

からない場合は、購入が分かる書類

の添付が必要です。 

申請者氏名 

購入価格 
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〇レシートの場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇代引の場合（ネット購入等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

領収書 

毎度ありがとうございます 

（株）〇×電気 

〇〇市〇〇番地 

2024 年 4 月 11 日     12：00 

123 シャワー       \6,000 

外税 10           \600 

合計           \6,600 

※商品名が⾧い場合などすべてが表示されて

いなくても差し支えありませんが、購入商品

の情報の記載がない場合や明確にわからない

場合は助成できません。 

 その際は販売店等へ「領収書」の発行を依

頼してください。 

購入価格 

領収書 

お届け先 〒039-2100 

おいらせ町中下田〇〇番地 

   おいらせ 太郎 様 

品名 雑貨 

あ代引金額（消費税等） \6,600  

領収日 令和 6 年 4 月 11 日 

発送元 〒100-0000 

東京都中央区〇〇 

   （株）〇〇電気 

 

印 

通販サイト名 

注文番号〇〇－□□の領収書 

このページを印刷してご利用ください 

発行日：2024 年 4 月 9 日 

注文日：2024 年 4 月 4 日 

2024 年 4 月 9 日に発送済み 

注文商品                                価格 

1 点 123 シャワー                           \6,600 

販売元：（株）〇〇電気 

お届先住所： 

おいらせ 太郎 

おいらせ町中下田〇〇番地 

 

支払情報 

支払方法                         商品の小計：\6,600 

ブラックカード                        配送料：\  0 

請求先住所                        ご注文合計：\6,600 

おいらせ太郎                        ご請求額：\6,600 

クレジットカードへの請求                  令和 6 年 4 月 4 日 

 

左記の場合、品

名が記載してい

ないため追加資

料が必要です。 

ネット購入した場合

の、購入証明の一例 
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添付書類② （カラー写真） 

 

 

 

※写真が不鮮明な場合は、取り直しをお願いする場合があります 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇交換（設置）後の写真で、取りつけた全体 

【1.シャワーヘッド 2.ホース 3.水栓がすべてつながっている状況】が写ったもの 

3.水栓 

1.シャワーヘッド 

2.ホース 

×撮り直しをお願いする場合の写真例 
シャワーヘッド部分のみ

の写真は不可！！ 

取りつけた全体の写真例 
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添付書類③ （購入（設置）機器が分かる書類） 

添付書類④ （節水効果がわかる書類） 

 

〇箱に購入（設置）機器、カタログに節水効果が記載されている場合の例 
     

添付書類③
                 

添付書類④ 
 

 

 

 

 

📷 

 

 

〇箱に購入（設置）機器と節水効果が記載されている場合の例 
        添付書類③       添付書類④ 

 

 

 

                         📷 

    

 

〇カタログに購入（設置）機器と節水効果が記載されている場合の例 
            添付書類③        添付書類④ 

 

 

 

 

 📷 

 

 
 
 
 
 

  

添付書類③（購入（設置）機器が分かる書類）に「節水効果」も記載されている場合は、

添付書類④（節水効果が分かる書類）は不要です。 

株式会社〇〇 

123 シャワー 

🚿 

箱とカタログそれぞれのコピー（写真でも可） 

節水効果 50％ 

株式会社〇〇 

123 シャワー 

節水効果 50％ 
箱のコピー（写真でも可） 

🚿 

株式会社〇〇 

123 シャワー 

節水効果 50％ 

カタログのコピー（写真でも可） 
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●郵送で申請される場合の送付先 

  

 

 

 

 

※封筒の裏面に、住所氏名を記入してください 

※郵送の際には、郵便の種類や重量に応じた切手を貼ってください 

  

〒039-2289 
おいらせ町上明堂６０番地６ 
おいらせ町役場 地域整備課 
（節水シャワーヘッド担当） 

切り取って使用してください 



 
 

 

●お問い合わせ先 

おいらせ町地域整備課  
〒039-2289 おいらせ町上明堂６０番地６ 
☎ 0178-56-4819（直通） 
 


